
�愛媛県告示第１４９１号
大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号。以下「法」という。）

第５条第１項の規定による届出があったので、同条第３項の規定に

基づき、次のとおり告示する。

当該届出及び法第５条第２項の添付書類は、愛媛県経済労働部産

業支援局経営支援課及び宇和島地方局産業経済部商工労政課並びに

宇和島市役所において告示の日から４月間縦覧に供する。

平成１８年１０月１７日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 届出の概要

� 大規模小売店舗の名称及び所在地

デオデオ北宇和島店

宇和島市伊吹町１５３０

� 大規模小売店舗を設置する者の氏名又は名称及び住所並びに

法人にあっては代表者の氏名

株式会社デオデオ

広島県広島市中区紙屋町二丁目１番１８号

代表取締役 友則 和寿

� 大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び

住所並びに法人にあっては代表者の氏名

株式会社デオデオ

広島県広島市中区紙屋町二丁目１番１８号

代表取締役 友則 和寿

� 大規模小売店舗の新設をする日

平成１９年５月３０日

� 大規模小売店舗内の店舗面積の合計

２，６４５平方メートル

� 大規模小売店舗の施設の配置に関する事項

ア 駐車場の収容台数

１２０台

イ 駐輪場の収容台数

８７台

ウ 荷さばき施設の面積

４２２．７８平方メートル

エ 廃棄物等の保管施設の容量

１４３．４６立方メートル

� 大規模小売店舗の施設の運営方法に関する事項

ア 大規模小売店舗において小売業を行う者の開店時刻及び閉

店時刻

開店時刻 午前１０時 閉店時刻 午後９時

イ 来客が駐車場を利用することができる時間帯

午前９時３０分から午後９時３０分まで

ウ 駐車場の自動車の出入口の数

出入口２箇所

エ 荷さばき施設において荷さばきを行うことができる時間帯

午前６時から午後１０時まで

２ 届出年月日

平成１８年９月２９日

３ 意見書の提出

この告示に係る大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域

の生活環境の保持のため配慮すべき事項について意見を有する者

は、告示の日から４月以内に、愛媛県に次のとおり意見書を提出
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することができる。

なお、提出された意見書は、その概要を告示するとともに、愛

媛県経済労働部産業支援局経営支援課及び宇和島地方局産業経済

部商工労政課並びに宇和島市役所において告示の日から１月間縦

覧に供する。

� 意見書に記載すべき事項

ア 提出者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表

者の氏名

イ 当該大規模小売店舗の名称

ウ 当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活

環境の保持のため配慮すべき事項についての意見

� 提出先

愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課

�愛媛県告示第１４９２号
障害者自立支援法（平成１７年法律第１２３号）第５４条第２項の規定により、次のとおり指定自立支援医療機関を指定した。

平成１８年１０月１７日

愛媛県知事 加 戸 守 行

名 称 所 在 地 開設者の住所及び氏名又は名称 担当しようとする
医療の種類 指定年月日

中川内科 伊予郡砥部町高尾田５１番
伊予郡砥部町
医療法人中川内科
理事長 中川 和彦

精神通院医療 平成１８年
１０月１日

医療法人隣善会西条道前病院新居浜診
療所 新居浜市西町１－１２

西条市
医療法人隣善会西条道前病院
理事長 佐々木 秀夫

精神通院医療 平成１８年
１０月１日

こおり心療内科 松山市中央一丁目１２－３８ 松山市
郡 明文 精神通院医療 平成１８年

１０月１日

財団法人正光会平山診療所 南宇和郡愛南町御荘平山７番地
宇和島市
財団法人正光会
理事長 渡部 三郎

精神通院医療 平成１８年
１０月１日

財団法人正光会御荘病院 南宇和郡愛南町御荘平山８４６番地
宇和島市
財団法人正光会
理事長 渡部 三郎

精神通院医療 平成１８年
１０月１日

財団法人正光会今治病院 今治市高市甲７８６番地１３
宇和島市
財団法人正光会
理事長 渡部 三郎

精神通院医療 平成１８年
１０月１日

石本神経科内科 松山市大手町一丁目１４の１ 松山市
石本 祐友 精神通院医療 平成１８年

１０月１日

愛媛県立南宇和病院 南宇和郡愛南町城辺甲２４３３－１ 松山市
愛媛県知事 加戸 守行 精神通院医療 平成１８年

１０月１日

社会福祉法人恩賜財団済生会西条病院 西条市朔日市２６９番地１
松山市
社会福祉法人恩賜財団済生会愛媛県済
生会
業務担当理事 夏井 幹夫

精神通院医療 平成１８年
１０月１日

市立八幡浜総合病院 八幡浜市大平１番耕地６３８番地 八幡浜市
八幡浜市長 高橋 英吾 精神通院医療 平成１８年

１０月１日

石丸小児科 松山市三番町六丁目５の１
松山市
医療法人石丸小児科
理事長 中野 省三

精神通院医療 平成１８年
１０月１日

医療法人誠志会砥部病院 伊予郡砥部町麻生４０番地１
松山市
医療法人誠志会
理事長 山本 美佐子

精神通院医療 平成１８年
１０月１日

医療法人本条脳神経外科・外科 大洲市東大洲１５７番地２
大洲市
医療法人本条脳神経外科・外科
理事長 本条 征史

精神通院医療 平成１８年
１０月１日

財団法人創精会松山記念病院 松山市美沢一丁目１０番３８号
松山市
財団法人創精会
理事長 山岡 正規

精神通院医療 平成１８年
１０月１日

訪問看護ステーションみさわ 松山市美沢一丁目１０番３８号
松山市
財団法人創精会
理事長 山岡 正規

精神通院医療 平成１８年
１０月１日

住友別子病院 新居浜市王子町３番１号
新居浜市
住友金属鉱山株式会社
別子事業所長 林 廣志

精神通院医療 平成１８年
１０月１日

医療法人眞理神経クリニック 松山市千舟町八丁目７２番地１
松山市
医療法人眞理神経クリニック
理事長 越智 眞理子

精神通院医療 平成１８年
１０月１日

社会福祉法人恩賜財団済生会小田病院 喜多郡内子町小田１３０番地
松山市
社会福祉法人恩賜財団済生会愛媛県済
生会
業務担当理事 夏井 幹夫

精神通院医療 平成１８年
１０月１日

医療法人清和会和ホスピタル 松山市柳原７３９番地
松山市
医療法人清和会
理事長 鶴井 雅敏

精神通院医療 平成１８年
１０月１日

国立大学法人愛媛大学医学部附属病院 東温市志津川
松山市
国立大学法人愛媛大学
学長 小松 正幸

精神通院医療 平成１８年
１０月１日

兵頭クリニック 伊予郡松前町大字中川原４５６番地
伊予郡松前町
医療法人兵頭クリニック
理事長 兵頭 一嘉

精神通院医療 平成１８年
１０月１日

愛 媛 県 報平成１８年１０月１７日 第１８０４号
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�愛媛県告示第１４９３号
愛媛県農業近代化資金利子補給金交付規程（昭和３６年１２月愛媛県告示第１０５１号）の一部を次のように改正し、告示の日から施行する。

改正後の愛媛県農業近代化資金利子補給金交付規程の規定は、平成１８年９月２１日以降利子補給承認される農業近代化資金について適用し、

同日前に利子補給承認された農業近代化資金については、なお従前の例による。

平成１８年１０月１７日

愛媛県知事 加 戸 守 行

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

（利子補給の対象となる農業近代化資金の種類及び利子補給率）

第２条 前条の利子補給の対象となる農業近代化資金の種類及び利

子補給率は、次のとおりとする。

（利子補給の対象となる農業近代化資金の種類及び利子補給率）

第２条 前条の利子補給の対象となる農業近代化資金の種類及び利

子補給率は、次のとおりとする。

農業近代化資金

の種類

利子補給率 農業近代化資金

の種類

利子補給率

法第２条第２

項第１号、第

２号及び第４

号に掲げる融

資機関が同条

第１項第１号

に掲げる者に

貸し付ける場

合

法第２条第２

項第１号に掲

げる融資機関

が同条第１項

第２号から第

４号までに掲

げる者に貸し

付ける場合

法第２条第２

項第２号から

第４号までに

掲げる融資機

関が同条第１

項第２号から

第４号までに

掲げる者に貸

し付ける場合

法第２条第２

項第１号、第

２号及び第４

号に掲げる融

資機関が同条

第１項第１号

に掲げる者に

貸し付ける場

合

法第２条第２

項第１号に掲

げる融資機関

が同条第１項

第２号から第

４号までに掲

げる者に貸し

付ける場合

法第２条第２

項第２号から

第４号までに

掲げる融資機

関が同条第１

項第２号から

第４号までに

掲げる者に貸

し付ける場合

１ 畜舎、果樹

棚、農機具そ

の他の農作物

の生産、流通

又は加工に必

年１分２厘５

毛

年１分２厘５

毛

年４厘 １ 畜舎、果樹

棚、農機具そ

の他の農作物

の生産、流通

又は加工に必

年１分２厘５

毛（青年農業

者に農業生産

又は農産物処

理加工に伴つ

年１分２厘５

毛

年４厘

おぐに薬局和泉店 松山市和泉南５－４－３０
松山市
株式会社おぐに
代表取締役 三浦 稔

精神通院医療
（薬局）

平成１８年
１０月１日

同源堂薬局 松山市末広町１０番地３稲葉ビル１階 松山市
兵頭 忠

精神通院医療
（薬局）

平成１８年
１０月１日

同源堂三番町薬局 松山市三番町四丁目６－２１
松山市
有限会社同源堂
代表取締役 兵頭 �子

精神通院医療
（薬局）

平成１８年
１０月１日

みゆき薬局 松山市山越三丁目５－２６ 松山市
宮内 芳子

精神通院医療
（薬局）

平成１８年
１０月１日

株式会社友岡薬局 松山市立花一丁目１－５
松山市
株式会社友岡薬局
代表取締役 友岡 昌晴

精神通院医療
（薬局）

平成１８年
１０月１日

株式会社友岡薬局平井店 松山市平井町甲２３５１
松山市
株式会社友岡薬局
代表取締役 友岡 昌晴

精神通院医療
（薬局）

平成１８年
１０月１日

明石薬局 南宇和郡愛南町城辺甲２４６３－２
南宇和郡愛南町
有限会社アカシファーマシー
代表取締役 明石 博文

精神通院医療
（薬局）

平成１８年
１０月１日

有限会社大西薬局 四国中央市中之庄町１５９３
四国中央市
有限会社大西薬局
代表取締役 大西 政司

精神通院医療
（薬局）

平成１８年
１０月１日

有限会社アップル薬局 松山市生石町４７３
松山市
有限会社アップル薬局
代表取締役 藤田 晧二

精神通院医療
（薬局）

平成１８年
１０月１日

ハッピー薬局 松山市東垣生町１３５－４
松山市
株式会社ハッピーファーマシー
代表取締役 新野 和幸

精神通院医療
（薬局）

平成１８年
１０月１日

オリーブ薬局 松山市岩崎町二丁目９－７
松山市
有限会社オリーブ薬局
代表取締役 伊達 智一

精神通院医療
（薬局）

平成１８年
１０月１日

ちひろ薬局大手町店 松山市大手町一丁目１１番地１
松山市
株式会社ちひろ
代表取締役 武馬 和子

精神通院医療
（薬局）

平成１８年
１０月１日

コスモス薬局川之江店 四国中央市妻鳥町４３５－１
四国中央市
有限会社ネオファルマー
代表取締役 香川 将章

精神通院医療
（薬局）

平成１８年
１０月１日

愛 媛 県 報平成１８年１０月１７日 第１８０４号

８８４
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要な施設の改

良、造成、復

旧又は取得に

要 す る 資 金

（農地又は牧

野の改良、造

成、復旧又は

取得に要する

ものを除く。）

要な施設の改

良、造成、復

旧又は取得に

要 す る 資 金

（農地又は牧

野の改良、造

成、復旧又は

取得に要する

ものを除く。）

て生ずる公害

防止のために

必要な施設の

改良、造成又

は取得に必要

な資金を貸し

付ける場合に

あつては、年

１厘を加算す

る。）

２ 果樹その他

の永年性植物

の植栽又は育

成に要する資

金

同上 同上 同上 ２ 果樹その他

の永年性植物

の植栽又は育

成に要する資

金

年１分２厘５

毛

同上 同上

３ 省略 ３ 省略

４ 農林水産大

臣の定める規

模を越えない

規模の農地又

は 牧 野 の 改

良、造成又は

復旧に要する

資金

同上 同上 同上 ４ 農林水産大

臣の定める規

模を越えない

規模の農地又

は 牧 野 の 改

良、造成又は

復旧に要する

資金

年１分２厘５

毛（青年農業

者に貸し付け

る場合にあっ

ては、年１厘

を加算する。）

同上 同上

５ 農業経営の

規模の拡大、

生産方式の合

理化、経営管

理の合理化、

農業従事の態

様の改善その

他の農業経営

の改善に伴い

要する資金で

農林水産大臣

が指定するも

の

同上 同上 同上 ５ 農業経営の

規模の拡大、

生産方式の合

理化、経営管

理の合理化、

農業従事の態

様の改善その

他の農業経営

の改善に伴い

要する資金で

農林水産大臣

が指定するも

の

年１分２厘５

毛

同上 同上

６・７ 省略 ６・７ 省略

�愛媛県告示第１４９４号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、今治地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１８年１０月１７日

愛媛県知事 加 戸 守 行

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 大三島環状線
今治市上浦町瀬戸７１２７番３から

同町瀬戸７２３７番３まで

旧 ８．８～３１．０ ０．２３９

新 １３．０～６０．０ ０．２３０

愛 媛 県 報平成１８年１０月１７日 第１８０４号

８８５
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�愛媛県告示第１４９５号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、今治地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１８年１０月１７日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１４９６号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、今治地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１８年１０月１７日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１４９７号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、今治地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１８年１０月１７日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１４９８号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、今治地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１８年１０月１７日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１４９９号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、今治地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１８年１０月１７日

愛媛県知事 加 戸 守 行

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 大三島環状線
今治市上浦町瀬戸７１２７番３から

同町瀬戸７２３７番３まで
平成１８年１０月１７日

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 大三島環状線
今治市上浦町盛３８５１番から

同町盛２７７３番地先まで

旧 ８．０～１０．０ ０．０６４

新 １３．６～１５．０ ０．０６４

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 大三島環状線
今治市上浦町盛３８５１番から

同町盛２７７３番地先まで
平成１８年１０月１７日

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 糸山公園線
今治市高部字旭方甲１５８番２５から

同市波止浜字高部下１３番７まで
平成１８年１０月１７日

愛 媛 県 報平成１８年１０月１７日 第１８０４号

８８６
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�愛媛県告示第１５００号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、今治地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１８年１０月１７日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１５０１号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、今治地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１８年１０月１７日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１５０２号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、今治地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１８年１０月１７日

愛媛県知事 加 戸 守 行

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 玉川菊間線 今治市菊間町松尾１１３４番４

旧 ４．３～５．８ ０．０１３

新 ９．４～２１．４ ０．０１３

〃 〃 今治市菊間町松尾１２０２番３

旧 ４．９～６．５ ０．０１７

新 ６．５～１６．２ ０．０１７

〃 〃 今治市菊間町松尾１２６９番３

旧 ５．４～１０．４ ０．０１７

新 ５．４～１１．３ ０．０１７

〃 〃
今治市菊間町河之内２４５番１地先から

同町河之内１８５番地先まで

旧 ５．６～７．４ ０．０２５

新 ６．２～８．０ ０．０２５

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 玉川菊間線 今治市菊間町松尾１１３４番４ 平成１８年１０月１７日

〃 〃 今治市菊間町松尾１２０２番３ 〃

〃 〃 今治市菊間町松尾１２６９番３ 〃

〃 〃
今治市菊間町河之内２４５番１地先から

同町河之内１８５番地先まで
〃

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 今治丹原線
今治市山口甲３０３番２から

同市朝倉下甲１２０４番４地先まで

旧 １２．５～２７．８ ０．９２３

新 １２．４～４３．５ ０．９２３

愛 媛 県 報平成１８年１０月１７日 第１８０４号

８８７
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�愛媛県告示第１５０３号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、今治地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１８年１０月１７日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１５０４号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、今治地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１８年１０月１７日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１５０５号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 今治丹原線
今治市山口甲３１６番５から

同市朝倉下甲７６８番７まで
平成１８年１０月１７日

〃 〃
今治市朝倉下甲７６１番５から

同市朝倉下甲１２０４番４地先まで
〃

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 玉川菊間線 今治市菊間町松尾１２７５番３

旧 ４．３～５．２ ０．０１２

新 ４．４～８．０ ０．０１２

〃 東予玉川線 今治市玉川町鈍川字セトノ谷庚３９０番３

旧 ７．２～７．６ ０．０１８

新 ７．６～２９．４ ０．０１８

〃 〃 今治市玉川町鈍川字上ヶ原戊３７７番７

旧 ４．７～１１．６ ０．０１８

新 ４．８～１１．６ ０．０１８

〃 宮崎波方線 今治市波方町宮崎字七五三ヶ浦乙１７９番２５

旧 ２．７～２．８ ０．００９

新 １７．２～１７．５ ０．００９

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 玉川菊間線 今治市菊間町松尾１２７５番３ 平成１８年１０月１７日

〃 東予玉川線 今治市玉川町鈍川字セトノ谷庚３９０番３ 〃

〃 〃 今治市玉川町鈍川字上ヶ原戊３７７番７ 〃

〃 宮崎波方線 今治市波方町宮崎字七五三ヶ浦乙１７９番２５ 〃

愛 媛 県 報平成１８年１０月１７日 第１８０４号

８８８
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その関係図面は、今治地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１８年１０月１７日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１５０６号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、今治地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１８年１０月１７日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１５０７号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、今治地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１８年１０月１７日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１５０８号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、今治地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１８年１０月１７日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１５０９号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、今治地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１８年１０月１７日

愛媛県知事 加 戸 守 行

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

一 般 国 道 ３１７号 今治市玉川町龍岡上字力石丁２１９番８

旧 １６．２～２２．８ ０．０１６

新 ２２．６～２７．４ ０．０１６

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

一 般 国 道 ３１７号 今治市玉川町龍岡上字力石丁２１９番８ 平成１８年１０月１７日

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 今治丹原線
今治市矢田字向畑甲４７６番７から

同字甲４７６番８まで

旧 ２．０～２．５ ０．０１７

新 ２．０～６．８ ０．０１７

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 今治丹原線
今治市矢田字向畑甲４７６番７から

同字甲４７６番８まで
平成１８年１０月１７日

愛 媛 県 報平成１８年１０月１７日 第１８０４号

８８９
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�愛媛県告示第１５１０号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、今治地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１８年１０月１７日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１５１１号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、今治地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１８年１０月１７日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１５１２号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、今治地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１８年１０月１７日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１５１３号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、今治地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１８年１０月１７日

愛媛県知事 加 戸 守 行

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

一 般 国 道 ３１７号
今治市玉川町龍岡下字小川丁１１７番２地先から

同町龍岡下字妙見前丁１０８番１地先まで
平成１８年１０月１７日

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 今治丹原線
今治市延喜字畑井田甲２４４番１地先から

同市神宮字吉田甲４１５番１地先まで

旧 ６．４～１７．０ ０．２３８

新 １４．４～４１．２ ０．２３８

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 波方環状線
今治市波方町波方字里甲２２６４番１６地先から

同町波方字石持乙４８３番８まで
平成１８年１０月１７日

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 北条玉川線
今治市玉川町龍岡下字大末甲５１４番１から

同町龍岡下字大末甲５１２番４まで

旧 １０．８～３７．０ ０．１６６

新 １０．８～５８．５ ０．１６６

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 北条玉川線
今治市玉川町龍岡下字大末甲５１４番１から

同町龍岡下字大末甲５１２番４まで
平成１８年１０月１７日

愛 媛 県 報平成１８年１０月１７日 第１８０４号
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�愛媛県告示第１５１４号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、今治地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１８年１０月１７日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１５１５号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、今治地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１８年１０月１７日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１５１６号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、今治地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１８年１０月１７日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１５１７号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、今治地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１８年１０月１７日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１５１８号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 朝倉伊予桜井停車場線
今治市朝倉北甲４１２番１地先から

同市朝倉北甲４５８番地先まで

旧 ５．８～９．０ ０．１２１

新 １５．０～３０．８ ０．１１９

〃 〃

今治市朝倉北甲４５８番地先から
同市朝倉下甲２９番１地先まで

及 び
今治市朝倉北甲４５８番地先から
同市朝倉下甲４０２番１地先まで

旧 ７．５～１４．４ ０．２２６

新 ７．５～１４．４
１２．０～３０．８

０．２２６
０．１１５

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 大西波止浜港線
今治市大西町脇１８３８番２から

同町大井浜１５４番２１まで

旧 １６．６～４１．６ ０．１８０

新 １６．６～４３．０ ０．１８０

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 大西波止浜港線
今治市波方町樋口甲２０３６番１地先から

同町樋口甲２０３６番４地先まで

旧 １４．８～１９．０ ０．０３８

新 １４．８～２０．０ ０．０３８

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 大西波止浜港線
今治市波方町樋口甲２０３６番１地先から

同町樋口甲２０３６番４地先まで
平成１８年１０月１７日

愛 媛 県 報平成１８年１０月１７日 第１８０４号
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教育委員会規則

その関係図面は、今治地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１８年１０月１７日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１５１９号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、今治地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１８年１０月１７日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１５２０号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、今治地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１８年１０月１７日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１５２１号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、今治地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１８年１０月１７日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県教育委員会規則第１２号
愛媛県県立学校の課程、修業年限、学科及び生徒定員等に関する規則の一部を改正する規則を次のように定める。

平成１８年１０月１７日

愛媛県教育委員会

委員長 井 関 和 彦

愛媛県県立学校の課程、修業年限、学科及び生徒定員等に関する規則の一部を改正する規則

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 大島環状線 今治市吉海町本庄９５１番２

旧 ７．４～７．９ ０．１３８

新 １４．３～１７．７ ０．１３８

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 大島環状線 今治市吉海町本庄９５１番２ 平成１８年１０月１７日

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 大三島環状線
今治市大三島町宗方１１８０番２から

同町宗方６５５番２まで

旧 ６．０～１０．８ ０．１４０

新 １１．４～１６．０ ０．１４０

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 大三島環状線
今治市大三島町宗方１１８０番２から

同町宗方６９２番３まで
平成１８年１０月１７日

愛 媛 県 報平成１８年１０月１７日 第１８０４号
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愛媛県県立学校の課程、修業年限、学科及び生徒定員等に関する規則（昭和３９年愛媛県教育委員会規則第７号）の一部を次のように改正

する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

別表第１の１（第２条関係） 別表第１の１（第２条関係）

学校名

全日制の課程 定時制の課程

学校名

全日制の課程 定時制の課程

修業

年限
学科

生徒

定員

修業

年限
学科

昼

夜

別

生徒

定員

修業

年限
学科

生徒

定員

修業

年限
学科

昼

夜

別

生徒

定員

省略 省略

三島高等

学校

３年 普通科

商業科

情報デザイ

ン科

７６０

１２０

１２０

４年 普通科 夜 ８０ 三島高等

学校

３年 普通科

商業科

情報デザイ

ン科

８００

１２０

１２０

４年 普通科 夜 １２０

省略 省略

新居浜東

高等学校

３年 普通科 ９６０ 新居浜東

高等学校

３年 普通科 １，０００

新居浜西

高等学校

３年 普通科

生活文化科

９６０

４０

３年

以上

普通科 夜 １６０ 新居浜西

高等学校

３年 普通科

生活文化科

９６０

８０

３年

以上

普通科 夜 １６０

新居浜南

高等学校

３年 総合学科 ４００ 新居浜南

高等学校

３年 総合学科 ４４０

省略 省略

西条農業

高等学校

３年 生産科学科

農業土木科

グリーン環

境科

生活科学科

１２０

１２０

１２０

１２０

西条農業

高等学校

３年 生産科学科

農業土木科

グリーン環

境科

生活科学科

食品科学科

１２０

１２０

１２０

１２０

４０

省略 省略

今治東高

等学校

３年 普通科 １６０ 今治東高

等学校

３年 普通科 ３２０

今治西高

等学校

３年 普通科 ９６０ ４年 普通科 夜 １６０ 今治西高

等学校

３年 普通科 １，０００ ４年 普通科

衛生看

護科

夜 １６０

４０

省略 省略

大島分校 ３年 普通科 ８０ 大島分校 ３年 普通科 １２０

省略 省略

今治工業

高等学校

３年 機械科

電子機械科

電気科

情報技術科

環境化学科

繊維工学科

デザイン科

１２０

１２０

１２０

１２０

１２０

１２０

１２０

４年 機械科

電気科

夜 ８０

４０

今治工業

高等学校

３年 機械科

電子機械科

電気科

情報技術科

環境化学科

繊維工学科

デザイン科

１２０

１２０

１２０

１２０

１２０

１２０

１２０

４年 機械科

電気科

夜 １２０

８０

省略 省略

岩城分校 普通科 昼

夜

４０ 岩城分校 ４年 普通科 昼

夜

８０

愛 媛 県 報平成１８年１０月１７日 第１８０４号
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弓削高等

学校

３年 普通科 ２００ 弓削高等

学校

３年 普通科 ２４０

省略 省略

松山東高

等学校

３年 普通科 １，２４０ 松山東高

等学校

３年 普通科 １，２８０

松山西高

等学校

３年 普通科 １６０ 松山西高

等学校

３年 普通科 ３６０

省略 省略

松山北高

等学校

３年 普通科 １，２００ 松山北高

等学校

３年 普通科 １，２４０

省略 省略

松山商業

高等学校

３年 商業科

流通経済科

国際経済科

情報ビジネ

ス科

２４０

３６０

１２０

３６０

４年 商業科 夜 １６０ 松山商業

高等学校

３年 商業科

流通経済科

国際経済科

情報ビジネ

ス科

２８０

３６０

１２０

３６０

４年 商業科 夜 １６０

東温高等

学校

３年 普通科

商業科

８００

２４０

東温高等

学校

３年 普通科

商業科

８４０

２４０

省略 省略

伊予高等

学校

３年 普通科 １，１２０ 伊予高等

学校

３年 普通科 １，１６０

省略 省略

大洲高等

学校

３年 普通科

商業科

４８０

１６０

大洲高等

学校

３年 普通科

商業科

４８０

２００

省略 省略

内子高等

学校

３年 普通科 ３６０ 内子高等

学校

３年 普通科 ４００

省略 省略

八幡浜工

業高等学

校

３年 機械科

電気科

情報技術科

電気技術科

土木科

１２０

４０

４０

８０

１２０

八幡浜工

業高等学

校

３年 機械科

電気科

情報技術科

電気技術科

土木科

１２０

８０

８０

４０

１２０

川之石高

等学校

３年 総合学科 ４４０ 川之石高

等学校

３年 総合学科 ４８０

省略 省略

野村高等

学校

３年 普通科

畜産科

２４０

１２０

野村高等

学校

３年 普通科

畜産科

２８０

１２０

土居分校 ４年 農業科 昼 １２０ 土居分校 ４年 農業科 昼 １６０

省略 省略

宇和島南

高等学校

３年 普通科 １６０ ３年

以上

普通科 夜 １６０ 宇和島南

高等学校

３年 普通科 ３２０ ３年

以上

普通科 夜 １６０

宇和島水

産高等学

校

３年

水産食品科

水産増殖科

海洋技術科

１０５

１０５

１０５

宇和島水

産高等学

校

３年 海洋漁業科

水産食品科

水産増殖科

海洋工学科

海洋技術科

３５

１０５

１０５

３５

７０
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吉田高等

学校

３年 普通科

機械科

電気電子科

建築科

２４０

１２０

１２０

１２０

吉田高等

学校

３年 普通科

機械科

電気科

電子科

電気電子科

建築科

２４０

１２０

４０

４０

８０

１２０

省略 省略

南宇和高

等学校

３年 普通科

農業科

７２０

１２０

南宇和高

等学校

３年 普通科

農業科

８００

１２０

備考 １・２ 省略

別表第４（第４条関係）

備考 １・２ 省略

別表第４（第４条関係）

学校名 部 修業年限 学科
生徒

定員
学校名 部 修業年限 学科

生徒

定員

省略 省略

しげのぶ特別支援

学校

幼稚部 ２年保育

１年保育

１０

５

しげのぶ特別支援

学校

幼稚部 ２年保育

１年保育

１０

５

小学部 ６年 小学部 ６年

中学部 ３年 中学部 ３年

高

等

部

本科 ３年 普通科 ７６ 高

等

部

本科 ３年 普通科 ６８

省略 省略

第三養護学校 小学部 ６年 第三養護学校 小学部 ６年

中学部 ３年 中学部 ３年

高

等

部

本科 ３年 普通科

産業科

１５０

４８

高

等

部

本科 ３年 普通科

産業科

１５０

４２

省略 省略

今治養護学校 小学部 ６年 今治養護学校 小学部 ６年

中学部 ３年 中学部 ３年

高

等

部

本科 ３年 普通科

産業科

１５０

４８

高

等

部

本科 ３年 普通科

産業科

１５０

４２

省略 省略

宇和養護学校 小学部 ６年 宇和養護学校 小学部 ６年

中学部 ３年 中学部 ３年

高

等

部

本科 ３年 普通科

産業科

９０

４８

高

等

部

本科 ３年 普通科

産業科

９０

４２

省略 省略

備考

１・２ 省略

備考

１・２ 省略

附 則

（施行期日）

１ この規則は、平成１９年４月１日から施行する。

（高等学校の入学定員の特例）

２ 別表第１の１備考２本文の規定にかかわらず、次の表に掲げる学校の学科については、平成１９年度における第１学年の入学定員は、当
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教育委員会告示

�愛媛県教育委員会告示第８号
平成１９年度愛媛県県立高等学校入学者選抜実施要項を次のように

定める。

平成１８年１０月１７日

愛媛県教育委員会

委員長 井 関 和 彦

平成１９年度愛媛県県立高等学校入学者選抜実施要項

平成１９年度愛媛県県立高等学校の入学者の選抜は、この要項に基

づいて実施する。ただし、通信制の課程及び専攻科の入学者の選抜

は、愛媛県教育委員会教育長（以下「教育長」という。）が別に定

める要領により行う。

第１ 募集

１ 平成１９年度県立高等学校の第１学年の募集人員は、別に定め

る。

２ 職業教育を主とする学科のうち、農業、工業、商業及び水産

に関する各学科においては、それぞれに属する２以上の学科に

ついて、一括して募集することができる。

第２ 通学区域

通学区域は、愛媛県県立高等学校の通学区域に関する規則（昭

和３８年愛媛県教育委員会規則第１５号）の定めるところによる。

第３ 一般入学者選抜

１ 出願資格

入学を志願できる者は、次の各号のいずれかに該当する者と

する。

� 平成１９年３月末日までに中学校若しくはこれに準ずる学校

（以下「中学校等」という。）を卒業する見込みの者又は中

等教育学校の前期課程を修了する見込みの者

� 中学校等を卒業した者又は中等教育学校の前期課程を修了

した者

� 中学校を卒業した者と同等以上の学力があると認められる

者

２ 出願

該入学定員欄に掲げるとおりとする。

学 校 名
全 日 制 の 課 程

学 科 入学定員

三 島高 等 学 校 普 通 科 ２４０

新 居 浜 南高 等 学 校 総 合 学 科 １２０

西 条高 等 学 校 普 通 科 ２８０

弓 削高 等 学 校 普 通 科 ４０

松 山 東高 等 学 校 普 通 科 ４００

東 温高 等 学 校 普 通 科 ２４０

伊 予高 等 学 校 普 通 科 ３６０

大 洲高 等 学 校 商 業 科 ４０

八幡浜工業高 等 学 校 電 気 技 術 科 ４０

川 之 石高 等 学 校 総 合 学 科 １２０

南 宇 和高 等 学 校 普 通 科 ２００

（高等学校の入学定員の適用除外）

３ 次の表に掲げる学校の学科については、別表第１の１備考２の規定は、適用しない。

学 校 名
全日制の課程 定時制の課程

備 考
学 科 学 科

今 治 南高 等 学 校
普 通 科 平成１９年度から生徒募集を停止

大 島 分 校

野 村高 等 学 校
農 業 科 同

土 居 分 校

（特殊学校の入学定員の特例）

４ 別表第４備考１本文の規定にかかわらず、次の表に掲げる学校の高等部の学科については、平成１９年度における第１学年の入学定員は、

当該入学定員欄に掲げるとおりとする。

学 校 名 部 学 科 入学定員

しげのぶ特別支援学校 高等部 本科 普 通 科 ２８
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入学志願者は、在籍又は出身の中学校等又は中等教育学校の

校長（以下「中学校長」という。）を経て（在籍及び出身の中

学校等及び中等教育学校のない場合は直接）、志願先高等学校

の校長（以下「高等学校長」という。）に入学願書を提出しな

ければならない。この場合において、全日制の課程と定時制の

課程とを併願することはできない。

出願期間は、平成１９年２月１６日（金）午前９時から同月２２日

（木）正午までとし、受付時間、出願手続等の詳細については、

教育長が別に定める。

３ 志願変更

入学志願者は、入学願書受付締切り後、平成１９年２月２３日（金）

午前９時から３月２日（金）正午までの期間に、いずれの学校、

いずれの課程、いずれの学科へでも１回に限り志願変更をする

ことができる。

なお、当該期間中の受付時間、変更手続等の詳細については、

教育長が別に定める。

４ 報告書

中学校長から高等学校長に提出する報告書は、次のとおりと

し、その様式等については、教育長が別に定める。

� 調査書

� 学習成績等一覧表

５ 学力検査

入学志願者全員に対して次により学力検査を行う。

� 検査教科

ア 全日制の課程

国語、社会、数学、理科及び英語の５教科とする。

イ 定時制の課程

国語を入学志願者全員に受検させることとし、社会、数

学、理科及び英語の４教科から２教科を入学志願者に選択

させて、計３教科とする。

� 検査問題

中学校学習指導要領（平成１０年１２月文部省告示第１７６号）

に示されている各教科の目標及び内容に則し、基本的事項に

ついて出題する。

� 検査期日

平成１９年３月８日（木）及び同月９日（金）

� 学力検査場

志願先高等学校（本校又は分校）

６ 面接及び実技テスト

� 面接は、入学志願者全員に対して行う。

� 実技テストは、工業科のデザイン科の入学志願者に対して

行う。

� 面接及び実技テストは、学力検査終了後に行う。

７ 入学者の選抜

高等学校長は、報告書、学力検査の成績等を資料として、次

により入学者を選抜する。

� 各高等学校、学科等の特色を踏まえて、その教育を受ける

に足る能力・適性等を判定する。

� 全日制の課程については、次の第１選抜及び第２選抜の順

に選抜し、合格者を決定する。ただし、入学志願者数が募集

人員（推薦入学確約者を除く。以下この号において同じ。）

を下回っている場合は、ア及びイ中「募集人員」とあるのは、

「入学志願者数」と読み替えるものとする。

ア 第１選抜

調査書点（調査書の各教科の学習の記録の第１、第２、

第３学年において履修した必修教科の評定の合計をいう。

以下イにおいて同じ。）が上位から募集人員の９０パーセン

ト程度以内にある者のうち、調査書の記録並びに面接及び

実技テストの結果が良好な者を対象にして、学力検査の成

績の上位順に募集人員の７０パーセント程度の者を選抜する。

イ 第２選抜

第１選抜で選抜されなかったすべての者を対象に、学力

検査の成績（Ａ）、調査書点（Ｂ）、調査書の各教科の学

習の記録以外の記録並びに面接及び実技テストの評価の得

点（Ｃ）を用いて、募集人員の３０パーセント程度の者を選

抜する。この場合において、Ａ、Ｂ及びＣの比率は、それ

ぞれＡは３～６、Ｂは２～４、Ｃは２～４の範囲内とし、

Ａ、Ｂ及びＣの比率の合計が１０となるように高等学校長が

当該高等学校の学科ごとに定め、事前に公表する。

なお、学力検査の成績、調査書の記録又は面接若しくは

実技テストの結果のいずれかにより成業の見込みがないと

判断した場合には、合格者としない。

� 定時制の課程については、高等学校長の判断により、第１

選抜を行わず、第２選抜の方法のみによってすべての合格者

を決定することができる。

８ 合格者の発表

合格者の発表を行う期日は、次のとおりとし、発表の方法等

は、教育長が別に定める。

平成１９年３月１９日（月）

９ 第２次募集

定時制の課程については、第１次募集における合格者が募集

人員に満たない場合は、第２次募集を行うものとする。この場

合において、学力検査の教科は、第１次募集の場合に準ずる。

学力検査を行う期日は、平成１９年４月３日（火）とし、合格

者の発表を行う期日は、同月４日（水）とする。

なお、学力検査の方法等の詳細については、教育長が別に定

める。

第４ 推薦入学者選抜

１ 実施学科

全日制の課程のすべての学科について実施する。

２ 募集人員

推薦入学の募集人員は、普通科及び理数科にあっては当該学

科の募集人員の５パーセントから１５パーセントまで程度の範囲

内で、職業教育を主とする学科及び総合学科にあっては当該学

科の募集人員の２０パーセントから３０パーセントまで程度の範囲

内で高等学校長が当該高等学校の学科ごとに定め、事前に公表

する。

３ 出願資格

� 推薦入学を志願できる者は、平成１９年３月末日までに県内

の中学校等を卒業する見込みの者又は中等教育学校の前期課

程を修了する見込みの者であって、次の要件のすべてに該当

し、かつ、在籍の中学校等又は中等教育学校の校長（以下「在

籍中学校長」という。）が推薦するものとする。

ア 当該高等学校・学科を志望する動機や理由が明白で適切

であること。

イ 当該高等学校・学科に適性、興味・関心を有すること。
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ウ 人物が優れていること。

エ 調査書の記録が良好であり、当該高等学校・学科におけ

る学習活動に成果が期待できること。

オ 次の要件のいずれかに該当すること。

� 特別活動において優れた実績を有すること。

� 校内外のスポーツ活動、文化活動、奉仕活動等のうち、

いずれかの分野において、熱心な活動が見られること又

は優れた成果を上げていること。

� 理数科又は職業教育を主とする学科を志願する者にあ

っては、調査書の各教科の学習の記録のうち、それぞれ

の学科に関連した教科において秀でていること。

� 出願資格の詳細については、各高等学校長が、それぞれの

高等学校の教育目標、当該学科の特色、地域性等を十分考慮

して定めるものとする。

４ 出願

推薦入学志願者は、在籍中学校長を経て、高等学校長に推薦

入学願書及び自己アピール書を提出しなければならない。

出願期間は、平成１９年１月２５日（木）午前９時から２月１日

（木）正午までとし、受付時間、出願手続等の詳細については、

教育長が別に定める。

５ 報告書

在籍中学校長から高等学校長に提出する報告書は、次のとお

りとし、その様式等については、教育長が別に定める。

� 推薦書

� 調査書

６ 学力検査

学力検査は、行わない。

７ 面接、集団討論、作文、小論文及び実技テスト

� 推薦入学志願者全員に対して、面接及び集団討論のうちか

ら少なくとも１つ並びに作文及び小論文のうちから少なくと

も１つの合わせて２つ以上を行う。

なお、面接、集団討論、作文及び小論文の選定その他実施

内容は、高等学校長が当該高等学校の学科ごとに定め、事前

に公表する。

� 実技テストは、工業科のデザイン科の推薦入学志願者に対

して行う。

� 面接、集団討論、作文、小論文及び実技テストを行う期日

及び場所は、次のとおりとする。

平成１９年２月８日（木） 志願先高等学校（本校又は分校）

８ 推薦入学者の選抜

高等学校長は、各高等学校、学科等の特色を踏まえて、自己

アピール書、報告書並びに面接、集団討論、作文、小論文及び

実技テストの結果等を総合的に判定し、推薦入学者を選抜する。

９ 合格者の発表

合格者の発表を行う期日は、次のとおりとし、発表の方法等

は、教育長が別に定める。

平成１９年３月１９日（月）

�������
�愛媛県教育委員会告示第９号
平成１９年度愛媛県県立中等教育学校入学者選考実施要項を次のよ

うに定める。

平成１８年１０月１７日

愛媛県教育委員会

委員長 井 関 和 彦

平成１９年度愛媛県県立中等教育学校入学者選考実施要項

平成１９年度愛媛県県立中等教育学校の入学者の選考は、この要項

に基づいて実施する。ただし、第４学年の欠員補充のための編入学

については、愛媛県教育委員会教育長（以下「教育長」という。）

が別に定める要領により行う。

１ 募集人員

平成１９年度県立中等教育学校の第１学年の募集人員は、次のと

おりとする。

愛媛県立今治東中等教育学校 １６０名

愛媛県立松山西中等教育学校 １６０名

愛媛県立宇和島南中等教育学校 １６０名

２ 通学区域

通学区域は、愛媛県県立中等教育学校の通学区域に関する規則

（平成１４年愛媛県教育委員会規則第１４号）の定めるところによる。

３ 出願資格

入学を志願できる者は、次の各号のいずれかに該当する者とす

る。

� 平成１９年３月末日までに県内の小学校又はこれに準ずる学校

（以下「小学校等」という。）を卒業する見込みの者

� 平成１９年３月末日までに県外の小学校等を卒業する見込みの

者で、教育長が特別に出願を認めたもの

４ 出願

入学志願者は、在籍する小学校等の校長（以下「小学校長」と

いう。）を経て、志願先中等教育学校の校長（以下「中等教育学

校長」という。）に入学志願書及び入学志願理由書を提出しなけ

ればならない。

出願期間は、平成１８年１２月１８日（月）午前９時から同月２５日（月）

正午までとし、受付時間、出願手続等の詳細については、教育長

が別に定める。

５ 調査書

調査書は、小学校長から中等教育学校長に提出するものとし、

その様式等については、教育長が別に定める。

６ 面接、作文及び適性検査

� 入学志願者全員に対して、面接、作文及び適性検査を行う。

� 面接、作文及び適性検査を行う期日及び場所は、次のとおり

とする。

平成１９年１月１６日（火） 志願先中等教育学校

７ 入学者の選考

� 中等教育学校長は、入学志願理由書、調査書並びに面接、作

文及び適性検査の結果を総合的に判断して、入学予定者を選考

する。

� 入学予定者の発表を行う期日は、次のとおりとし、発表の方

法等は、教育長が別に定める。

平成１９年１月２２日（月）午前９時

８ 入学予定者の欠員の補充

入学辞退その他の理由により、入学予定者に欠員を生じた場合

は、あらかじめ定めた補欠入学予定者の中から、入学意思を確認

の上、これを補充する。

なお、欠員を補充する期間、その実施方法等については、教育

長が別に定める。
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�愛媛県教育委員会告示第１０号
ろう

平成１９年度愛媛県県立盲学校、聾学校及び養護学校の高等部入学

者選抜実施要項を次のように定める。

平成１８年１０月１７日

愛媛県教育委員会

委員長 井 関 和 彦
ろう

平成１９年度愛媛県県立盲学校、聾学校及び養護学校の高等部

入学者選抜実施要項
ろう

平成１９年度愛媛県県立盲学校、聾学校及び養護学校の高等部の本

科及び専攻科の入学者の選抜は、この要項に基づいて実施する。

１ 募集人員
ろう

平成１９年度県立盲学校、聾学校及び養護学校の高等部の本科及

び専攻科の第１学年の募集人員は、別に定める。

２ 出願資格

入学を志願できる者は、心身の故障が学校教育法施行令（昭和

２８年政令第３４０号）第２２条の３に定める程度の者で、次の各号に

掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる要件のいずれかに

該当するものとする。

� 本科
ろう

ア 平成１９年３月末日までに盲学校、聾学校若しくは養護学校

の中学部若しくは中学校（以下「中学部等」という。）を卒

業する見込みの者又は中等教育学校の前期課程を修了する見

込みの者

イ 中学部等を卒業した者又は中等教育学校の前期課程を修了

した者

ウ 中学部等を卒業した者と同等以上の学力があると認められ

る者

� 専攻科
ろう

ア 平成１９年３月末日までに盲学校、聾学校若しくは養護学校

の高等部、高等学校又は中等教育学校（以下「高等部等」と

いう。）を卒業する見込みの者

イ 高等部等を卒業した者又はこれと同等以上の学力があると

認められる者

３ 出願

入学志願者は、在籍学校又は出身学校の校長（以下「在籍学校

等校長」という。）を経て（在籍学校及び出身学校のない場合は

直接）、志願先学校の校長（以下「志願先校長」という。）に入

学願書を提出しなければならない。

出願期間は、平成１９年２月１日（木）午前９時から同月１５日（木）

正午までとし、受付時間、出願手続等の詳細については、愛媛県

教育委員会教育長（以下「教育長」という。）が別に定める。

４ 報告書

在籍学校等校長から志願先校長に提出する報告書は、次のとお

りとし、その様式等については、教育長が別に定める。

� 調査書

� 健康診断票

� 眼科診断票（盲学校の入学志願者に限る。）

５ 学力検査
ろう

盲学校、聾学校及び養護学校の高等部の本科（普通科を除く。）

及び専攻科の入学志願者に対して次により学力検査を行う。

� 本科

ア 検査教科

志願先校長が、学校の実態に応じて決定する。

イ 検査問題
ろう

盲学校、聾学校及び養護学校小学部・中学部学習指導要領

（平成１１年３月文部省告示第６１号）に示されている中学部の

各教科の目標及び内容に則し、基本的事項について出題する。

ウ 検査期日

平成１９年３月５日（月）

エ 検査場
ろう

志願先の盲学校、聾学校又は養護学校（本校）

� 専攻科

ア 検査教科

松山盲学校長が、学校の実態に応じて決定する。

イ 検査問題
ろう

盲学校、聾学校及び養護学校高等部学習指導要領（平成１１

年３月文部省告示第６２号）に示されている各教科の目標並び

に各科目の目標及び内容に則し、基本的事項について出題す

る。

ウ 検査期日

平成１９年３月５日（月）

エ 検査場

松山盲学校

６ 面接及び適性検査

� 面接

入学志願者全員に対して行う。

� 適性検査

ア 志願先校長が、学科の特色から判断して必要と認める学科

の入学志願者に対して行う。

イ 内容は、志願先校長が、学科の特色に応じて決定する。

� 期日

学力検査の検査期日と同じ日とする。

７ 入学者の選抜

志願先校長は、報告書、学力検査の成績等を資料として、次に

より入学者を選抜する。

� 各学校、学科等の特色を踏まえて、その教育を受けるに足る

能力・適性等を判定する。

� 合否の判定に当たっては、報告書並びに学力検査の成績、面

接及び適性検査の結果等を総合して判定する。

８ 合格者の発表

合格者の発表を行う期日は、次のとおりとし、発表の方法等は、

教育長が別に定める。

平成１９年３月２０日（火）

平成１８年１０月１７日 発行

愛 媛 県 報平成１８年１０月１７日 第１８０４号
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